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１．全国商工会議所役職員退職年金共済制度 

 
（１）本共済制度については、キャッシュバランス型（給付が予め定められた指標利率＝１０年国

債５年平均利回り＝に連動する）の枠組みにより、前年度に引き続き「予定利率１．５％」「指

標利率（上限）１．２％」「掛金率６８‰（１０００分の６８）」で運営された。 
予定利率・指標利率（上限を含む）については、３年ごとの財政再計算の都度、必要に応じ

て見直すこととしており、直近再計算（平成２１年１１月：第１５回）の結果、現行どおりと

なっている。 
 
（２）年金資産の運用については、バランス型（国内債券・国内株式・外国債券・外国株式の伝統

４資産で構成）、かつ低リスクを基本方針とし、信託銀行（２社）と投資顧問会社（２社）への

委託により行っている。 
本年度は、５月のギリシャに端を発した欧州財政危機により金融市場（マーケット）は大幅

に悪化したものの、世界経済は米国金融危機後の最悪期を脱し、景気回復期待の高まりを背景

に内外株式相場とも堅調に推移した。ところが、年度末に発生した東日本大震災により国内株

式相場が大きく下落することとなり、それまでの大幅な円高基調の為替相場も影響して、４資

産全体としては予定利率を下回る実績となった。 
 
（３）また、年金資産運用の一環として、「年金資産運用評価・検討会議」を開催して運用委託先機

関（４社）のヒアリングを実施し、運用実績の評価、運用方針、次年度運用計画等についての

チェックを行い、理事会・年金委員会における審議の効率化を図った。 
 
（４）本制度の新規加入者は１４９名、退職者は２４４名で、本年度末現在の加入商工会議所等は

２０３ヵ所３，４５６名となった。 
また、本年度末基金現在高（時価総額）は、１６０億２百万円となった。 

 
（５）年金基金からの退職一時金給付は、本年度給付ベースで２１８名（うち、年金受給資格者で

一時金とした者１０９名）に対して１４億７６百万円であった。 
一方、年金給付は５２３名（退職年金５０５名・遺族年金１８名）に対して４億９千万円で

あった。 
 
 （６）３月に発生した東日本大震災により被災した商工会議所を支援するため、新たに「掛金の中

断に関する特例」を規定し、申請に基づき掛金の納付を当分の間、中断できるよう整備した。 



２．保健・福利厚生に関する事業 
 
（１）労働災害保障特約付福祉団体定期保険（引受保険会社：アクサ生命保険株式会社） 

全国の商工会議所の事務局員を対象とした団体生命保険で、商工会議所の弔慰金、労働災害

見舞金制度を充実するために実施している。割安の保険料（例：１００万円コースの場合、月

額３９０円）で、一般死亡の場合には、１００万円から５００万円の死亡保険金、労働災害死

亡の場合には、それぞれ一律に４００万円の労働災害保険金を上乗せして支払われる。 
本年度末における加入商工会議所は、２５３カ所４，５１７名であった。 
本年度の給付は死亡保険金および高度障害保険金３商工会議所３件９００万円で、その結果、

加入商工会議所に対する契約者配当金額は１，８９３万円、還付率５２．０％であった。 
 
（２）災害保障特約付福祉団体定期保険（引受保険会社：アクサ生命保険株式会社） 

全国の商工会議所の常勤役職員とその家族を対象とした団体生命保険で、割安の保険料（例：

３００万円の場合、月額１，３２０円）で、不慮の事故による入院に対して入院給付金（最高

額 1 日につき７，５００円）が、病気死亡・災害死亡に対して死亡保険金（最高額１，５００
万円）が支払われる。 
本年度末における加入商工会議所は、３６９カ所３，８９６名であった。 
本年度の給付は入院給付金、死亡保険金および災害保険金９商工会議所９件１，２１９万円

で、その結果、加入商工会議所に対する契約者配当金額は６，４５１万円、還付率は本人・配

偶者５７．２％、子供３４．６％であった。 
 
（３）総合傷害補償制度（引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社） 

全国の商工会議所の常勤役職員とその家族を対象とした総合傷害補償制度で、傷害保険と所

得補償保険がある。このうち所得補償保険については、従来の最長２年間補償する保険に加え、

平成２３年１月から新たに長期補償型の保険の提供を開始した。 
本年度における状況は次のとおりである。 

① 傷害保険 
全国の商工会議所の常勤役職員とその家族を対象とした団体保険で、交通事故など偶然の事

故によるケガでの死亡・入院・通院に対して保険金が支払われる。また、オプションとして、「携

行品損害補償」と「住宅内生活用動産損害補償」も付加されている。なお、本保険は無配当保

険である。 
本年度の加入商工会議所は９２カ所７１４名で、支払保険金は３４件１１５万円であった。 
② 所得補償保険＜短期型＞ 
全国の商工会議所の常勤役職員を対象とした団体保険で、病気またはケガによって休職した

場合、最長２年を限度として被保険者の所得を補償するもので、無事故の場合、支払保険料の

２０％が払い戻される。 



本年度の加入商工会議所は１８カ所３２名で、支払保険金は０件０円、無事故戻し保険料は 

１３万円であった。 
③ 所得補償保険＜長期型＞ 
全国の商工会議所の常勤役職員を対象とした団体保険で、病気またはケガによって就業不能

（就業障害）となり、長期の入院や自宅療養で大幅に収入が減少してしまうような場合、最長

６０歳まで被保険者の所得を補償するもので、オプションとして“うつ病”など心の病による

療養も補償対象に付加されている（精神障害は最長２年まで）。 
本年度の加入商工会議所は１カ所１名で、支払保険金は０件０円であった。 

 
（４）成人病特約付医療保険（引受保険会社：アクサ生命保険株式会社） 

全国の商工会議所の常勤役職員とその家族を対象とした医療保険で、成人病で入院した場合

には入院給付金倍額の特約付となっている。保険期間により、８０歳型（定期医療保険）、終身

Ⅱ型（終身医療保険）がある。 
本年度末における８０歳型の加入商工会議所は１７７カ所４７５名、終身Ⅱ型の加入商工会

議所は３５カ所４４名であった。本年度の給付は、８０歳型が５８件８１７万円、終身Ⅱ型が

５件４７万円であった。本保険は無配当保険である。 
なお、終身Ⅱ型については、既加入者の契約は継続するものの、加入者数の減少等から、平

成２２年６月をもって新規契約の販売を終了することとなった。 
 
（５）休業補償プラン（引受保険会社：株式会社損害保険ジャパン） 

全国の商工会議所の常勤役職員および配偶者を対象とした団体所得補償制度で、特に配偶者

についても、病気・ケガで入院した場合の家事等にかかる費用等について補償するものとなっ

ている。本制度の特長は、①スケールメリットを活かした保険料の大幅割引、②最長１年間の

ロング補償、③天災によるケガも補償、等である。 
本年度の加入商工会議所は、１６カ所５２名であった。本年度の給付は、２件５７万円であ

った。 
 

 （６）３月に発生した東日本大震災により被災した商工会議所を支援するため、加入者が被災によ

り保険料の払込みが困難な場合、保険料の払込みを最長６カ月間猶予できる引受保険会社の特

別措置等の周知を図った。 
 
（７）福利厚生施設 

福利厚生施設積立金の管理・運用を行うとともに、宿泊施設については、「豊友倶楽部メンテ

ルス大塚・巣鴨」、「マロウドイン赤坂」、「シーサイドホテル芝弥生会館」と契約し、主に各地

から上京する商工会議所役職員の利用に供した。また、平成２２年１０月より新たに「お茶の

水ホテルジュラク」「ホテルヴィンテージ新宿」の２ホテルと契約し、福利厚生サービスのさら



なる拡充を図った。 
なお、豊友倶楽部関係の本年度の利用者数は、「メンテルス大塚」１５７名、「メンテルス巣

鴨」５５名の合計２１２名であった。 
 
 
３．その他 

 
（１）本共済会のホームページにより情報公開を行うとともに、教養の向上に関する事業の一環と

してＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）による身近な生活設計に関するアドバイスや経済・

景気情報等の提供を行った。（ホームページＵＲＬ http://www.cin.or.jp/kyosaitop/） 
 
（２）現在、特例民法法人である本共済会は、平成２５年４月１日に一般財団法人へ移行すること

を目指して諸準備を進めていくこととし、新公益法人制度に関する諸情報の収集等を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


